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札幌、 小樽、 釧路等さいはての北海道を旅し、 心

にしみる数多くの詩を残してくれた。 それらの詩

から北海道の杼情を充分に味わわせてくれる。
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会
議
次
第

一
、
創
立
準
備
報
告

イ
、
創
立
準
備
委
員
代
表
挨
拶

藤
山
利
夫
先
生

｣

口
、
経
過
報
告

一
、
創
立
総
会

総
会
次
第

イ
、
開
会
の
辞

口
、
議
長

(副
議
長
)
の
選
出

ハ
、
記
録
員
･
議
事
録
署
名
員
選
出

ニ
、
議
案
審
議

ー
号
議
室
!
会
則
の
制
定

2
号
議
案
ー
昭
和
44
年
度
事
業
計
画
案
に
つ
い
て

3
号
議
案
!
･昭
和
44
年
度
収
支
予
算
に
つ
い
て

4
号
議
案
:
'役
員
選
出

(役
員
挨
拶
)

ホ
、
祝
辞
･
祝
電
披
露

へ
、
閉
会
の
辞

以
上
の
順
序
に
よ
り
北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会
が
盛
大

な
拍
手
の
裡
に
誕
生
し
初
代
会
長
、
藤
山
利
夫
先
生
の
力

強
い
将
来
の
抱
負
あ
る
挨
拶
に
北
海
道
社
労
士
会
の
発
展

が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

社
会
保
険
労
務
士
免
許
証
伝
達

同
日
、
同
会
場
に
於
い
て
待
望
の
免
許
証
伝
達
式
を
行
な

い
、
厳
粛
の
裡
に
各
支
部
長
に
交
付
さ
れ
た
。

@
行
書
行
政
書
士
会
事
務
所
移
転

去
る
七
月
十
四
日
、
左
記
に
事
務
所
を
移
転

し
、
北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会
と
同
室
に
て

そ
れ
ぞ
れ
の
会
務
を
と
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
一連
絡
…い
た
し
ま
す
。

い
得
な
い
が
農
こ
れ
に
ま
っ
て
会
員
各
位
の
法
並
び
に
会
特
に

対
す
る
御
理
解
の
程
度
も
凡
そ
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
、
綱
紀

委
員
会
の
活
動
の
指
針
と
な
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
集
計
は
会
報
第
四
五
号

(昭
和
四
十
四
年
五
月
二
十
日

発
行
)
二
頁
に
詳
細
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
各
位
に
お
か
れ
て

は
右
会
報
を
熟
読
頂
き

『否
』
と
す
る
個
条
に
つ
い
て
は
法
並

び
に
会
則
遵
守
の
精
神
に
も
と
づ
き
、
再
検
討
し
刷
新
し
て
頂

く
よ
う
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
o

尚
、
別
記
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
六
項
即
非
行
政
書
士
取
締
り

に
つ
い
て
は
本
会
よ
り
適
宜
な
処
置
が
取
り
行
な
わ
れ
る
事
に

な
っ
て
お
る
が
、
各
地
区
の
綱
紀
委
員
の
各
位
に
お
か
れ
て
も

遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
慮
頂
き
た
く
申
添
え
る
。

非
行
政
書
士
対
策
に
つ
い
て

-
総

務

部
ー

去
る
四
月
本
会
綱
紀
委
員
会
に
お
い
て
全
会
員
の
業
態
並
び

に
非
行
政
書
士
の
実
状
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
依
頼
し
そ

の
結
果
は
会
報
五
月
号
に
発
表
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
、
会

員
の
業
態
改
善
に
つ
い
て
は
綱
紀
委
員
会
か
ら
御
連
絡
の
通
り

で
す
が
、
非
行
政
書
士
対
策
に
つ
い
て
は
全
会
員
各
位
の
積
極

的
な
御
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
非
行
政
書
士
対
策
に
つ
い
て
は
本
会
は
勿
論
曰
行
運
に

お
い
て
も
重
要
事
項
の
施
策
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
御
承
知
の
よ
う
に
非
行
政
書
士
タ
イ
プ
に
は
種
々
あ

っ
て
、
登
録
だ
け
し
て
本
会
に
入
会
し
な
い
で
業
務
を
行
な
う

も
の
、
登
録
も
入
会
も
し
な
い
で
行
政
書
士
業
務
を
行
な
う
も

の
、
以
前
に
正
当
な
手
続
で
業
務
を
や
り
名
目
だ
け
廃
業
し
て

実
質
的
に
は
行
な
う
も
の
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
ト
ー
タ
ル
に
よ
り
ま
す
と
、
道
内
で
は
六

一

件
の
非
行
政
書
士
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
然
し
回
答

未
着
も
一
四
九
名
あ
り
、
そ
れ
に
捕
捉
で
き
な
い
も
の
等
を
あ

愛
生
館
ピ
ル
四
階
(四
〇
三
室
〉

北
海
道
行
政
書
士
会

北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会

電
話
卸
=

五
一、
内
線
三

(旧
事
務
所
)
札
幌
市
大
通
西
六
丁
目

電
話
醐
三
八
八
二

第
三
回
理
事
会

日

時

昭
和
44
年
8
月
11
日
午
後
ー
時

と
こ
ろ

“札
幌
市
南
ー
条
西
5
丁
目

愛
生
館
ピ
ル
4
階

出
席
者

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
佐
藤
副
会
長

鈴
木
、
犬
飼
、
荒
、
成
田
、
黒
島
、
関
野
、
真
只
、

伏
見

(代
理
大
沢
〉
、
森
口
、
灰
原
、
石
本
、
成
沢

梶
井オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
小
越
綱
紀
委
員
長

事
務
局
2
人

議

事
開
会
宣
言
!
犬
飼
総
務
部
長

開
会
挨
拶
:
渡
辺
会
長

報
告
事
項

ー
、
日
行
達
総
会
出
席
の
件

本
年
5
月
19
日
定
時
総
会
に
出
席
し
た
状
況
の
概
略

イ
、
社
労
士
免
許
の
こ
と

ロ
、
行
政
書
士
の
試
験
廃
止
反
対
の
こ
と

ハ
、
行
政
書
士
法
改
正
の
こ
と

2
、
労
務
部
会
の
発
展
的
解
散
の
件

3
、
北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会
創
立
の
件

以
上
一
括
し
44
年
7
月
ー
日
を
以
っ
て
報
告
事
項
を

報
告

4
、
行
政
書
士
報
酬
規
準
に
つ
い
て

- 2 -

わ
せ
る
と
尚
多
数
の
違
反
者
が
あ
る
と
惟
足
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
非
行
政
書
士
が
横
行
す
る
こ
と
は
社

会
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
ば
か
り
で
な
く
、
当
書
士
会
の
正
常
な

発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
際
全
会
員

が
一
層
努
力
を
し
て
非
行
政
書
士
を
摘
発
し
違
反
者
の
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
成
果
を
あ
ぐ
る
た
め
非

行
政
書
士
該
当
者
の
内
容
事
実
を
本
会
ま
で
御
連
絡
下
さ
い
。

そ
し
て
本
会
と
し
て
は
そ
の
内
容
事
実
に
よ
り
告
発
、
勧
告
そ

の
他
適
当
な
措
置
を
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
全
会
員

の
力
強
い
協
力
を
切
に
お
願
い
致
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

支
部
だ
よ
り

札
幌
支
部
研
修
会

日

時

昭
和
44
年
5
月
24
日

(土
)
午
後
ー
時

場

所

札
幌
市
北
ー
条
西
=
丁
目

林
野
共
済
会
館

研
修
科
目
所
得
税
法
の
概
論
、
決
算
書
作
成
の
要
領

講

師

札
幌
中
税
務
署
所
得
税
課

師

札
幌
中
税
務
署
所
得
税
課

課
長
捕
佐

伊
端
幸
春

青
色
申
告
指
導
主
任

南
光
院
瑞
彦

出
席
人
員

菊
名

状

況こ
の
研
修
会
は
行
政
書
士
と
し
て
、
所
得
に
係
る
申
告
に

関
す
る
こ
と
が
ら
ば
か
り
で
な
く
、
葉
を
行
な
う
に
あ
た
り

附
帯
知
識
と
し
て
所
得
税
法
の
基
本
も
知
っ
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
い
う
会
員
の
希
望

(
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
よ
る
)

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
施
課
題
は
所
得
税

法
の
概
論
決
算
書
作
成
の
要
領
、
青
色
申
告
制
の
特
点
、
記

帳
方
法
な
ど
で
出
席
会
員
は
終
始
熱
心
に
受
講
し
、
其
の
後

約
一
時
間
に
亘
る
質
疑
応
答
な
ど
が
あ
っ
て
盛
会
裡
に
終
了

し
た
。.
受
講
者
の
好
評
も
あ
り
次
の
機
会
に
相
続
、
税
譲
浅

薄さ
きさま
↑

会

務
報

告

社
会
保
険
労
務
土
の

免
許
証
一
括
受
領

昭
和
44
年
6
月
鱒
日
、
東
京
都
労
働
省
別
館
に
お
い
て
社
会

保
険
労
務
士
の
免
許
証
受
領
の
た
め
、
渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会

長
、
成
田
企
画
部
長
、
三
人
上
京
し
た
。
そ
の
状
況
左
記
の
通

り
で
す
。

一
行
は
6
月
28
日
上
京
、
日
行
連
事
務
局
を
訪
問
し
免
許
証

軸
“
伝
達
式
に
関
す
る
書
類
、
調
書
作
成
等
手
伝
う
。
翌
29
日
社
労

会

±
連
合
会
設
立
に
つ
い
て
説
明
会
あ
り
、
30
日
労
働
省
別
館
に

お
い
て
免
許
証
伝
達
式
開
会
、
式
に
は
全
国
単
位
会
よ
り
鴎
名

の
役
職
員
が
出
席
し
盛
会
に
行
な
わ
れ
た
。
労
働
省
社
労
士
制

書

度
管
理
室
担
当
官
の
開
会
の
辞
、
直
ち
に
労
働
大
臣
官
房
長
よ

政

り
日
行
達
橋
本
会
長
に
一
括
交
付
さ
れ
た
。

行

引
続
き
岡
部
官
房
長
挨
拶
、
日
行
連
会
長
よ
り
挨
拶
が
あ
り

道

開
会
し
た
。
そ
の
後
管
理
室
長
立
合
い
の
も
ど
で
日
行
連
会
長

よ
り
各
単
位
会
長
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
あ
り
、
北
海
道
会
渡
辺
会

と
.-
二
f
e
芒
＼
:
:
′
‐
を
t
′
:

:
に
葦
:
増
さ
焉
二

長
が
本
道
職
名
を
代
表
し
て
受
領
し
た
。
直
ち
に
照
合
点
検
し

し
しゴ

異
状
な
く
終
了
。

悪
天
候
の
た
め
翌
7
月
ー
日
帰
礼
し
た
。

(第46号)

労
務
部
会
の
発
展
的
解
散
、

並
び
に
北
海
道
社
会
保
険
労

務
士
会
創
立
総
会

年

日

時

昭
和
44
年
7
月
ー
日
(火
)
午
後
-
時

　　科

と
こ
ろ

札
幌
市
北
4
条
西
6
丁
目

昭

‐

〆き
ざギ
テ
北
海
道
自
治
会
館

-

‐海溝
海
.ミこ
島
橙
彗
一語A
キ銚き
、
a
M
.･ふ
き
二
言
燿ゞ‘J州学
名
馬
も
二
÷
~三
島
,"
"

8月20日

閉

会

昭和44年 8月20日北 海 道 行 政 書 士 会 報

規
準
表
及
び
企
画
部
作
成
の
規
準
J案
を
回
覧
本
会
と

し
て
は
目
下
検
討
中
と
の
こ
と
o

審
議
事
項

ー
、
本
会
事
務
局
移
転
の
件

事
務
肋
使
用
料
に
就
い
て
は
鈴
木
経
理
部
長
ょ
り
詳

細
説
明

2
、
ボ
ス
タ
i
作
成
の
件

見
本
を
審
議
し
て
作
成
す
る
こ
と
に
決
定
。
ポ
ス
タ

ー
は
各
支
部
長
宛
に
送
付
し
、
支
部
長
の
責
任
で
官

公
署
に
依
頼
し
、
非
行
政
書
士
防
止
対
策
の
資
料
と

し
て
目
の
着
く
場
所
に
掲
出
す
る
。

必
要
部
数
は
支
部
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
送
る
こ

、と
o

ポ
ス
タ
ー
の
下
に
貼
る
会
員
氏
名
欄
は
各
支
部
で
作

成
す
る
こ
と
。
費
用
は
本
部
で
助
成
す
る
。

3
、
会
報
綴
込
み
厚
表
紙
作
成
の
件

作
成
す
る
こ
と
に
決
定
。

各
会
員
に
一部
宛
無
料
送
付
す
る
。
余
部
は
実
費
販

売
す
る
。

4
、
非
行
政
書
士
対
策
の
体

小
城
綱
紀
委
員
長
案
文
を
作
成
し
、
会
報
に
掲
載
す

る
。
司
法
書
士
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
本
会
と
三
者

で
合
同
協
議
会
を
開
催
す
る
。

午
後
5
時

会
員
の
綱
紀
保
持
に
つ
い
て

綱
紀
委
員
長

小

城

清

二

(第46号)

本
年
四
月
本
会
員
の
日
常
業
態
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行

な
っ
た
と
こ
ろ
、
八
二
八
通
の
発
送
に
対
し
て
四
五
九
通

(五

五
%
〉
の
回
答
を
頂
い
た
。
回
答
率
は
必
ず
し
も
良
好
と
は
い



　　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　　　
　　　
　　　
　　
　
　
　　
　
　　
　　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　
　
　　
　　
　　　　
　　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　

所
得
税
に
関
す
る
研
修
会
を
開
催
し
た
い
予
定
で
あ
る
。
-

議

案

研
修
課
題
及
講
師

)

○
源
泉
税
に
関
す
る
質
疑
応
答

昭
和
得
年
度
事
業
計
画
実
施
に
つ
い
て

一、
河
川
法
に
つ
い
て
:‘講
師
、
道
河
川
関
係
職
員

号

｢質
｣
事
業
主
が
取
扱
う
社
会
保
険
労
務
士
に
対
し
支
払

閉
、
講
習
会
に
つ
い
て

午
前
=
時
30
分
2
複
時
30
分

第

す
る
報
酬
の
源
泉
税
の
取
扱
は
何
時
か
ら
か
。

税
務
講
習
会
並
び
に
自
動
車
保
険
取
扱
事
務
は
八
月

二
、
道
路
交
通
法
:
講
師
、
栗
山
警
察
署
長

｢答
｣
四
十
四
年
四
月
八
日
か
ら
施
行
の
税
法
一部
改
正

中
に
行
な
う

(帯
広
市
に
於
い
て
〉

研
修
内
容

に
よ
り
税
理
士
、
司
法
書
士
等
の
中
に
社
会
保
険

農
地
法
講
習
会
に
つ
い
て
。

一
に
つ
い
て
;
河
川
法
に
基
づ
く
河
川
堤
防
敷
地
、
貸

労
務
士
が
加
え
ら
れ
た
が
、
源
泉
税
の
徴
収
は
免

取
扱
が
市
町
村
毎
に
違
う
の
で
出
来
る
限
り
統
一
し

付
並
び
に
払
下
出
願
関
係
に
つ
い
て
書
式
を
示
し

許
証
交
付
の
日
よ
り
適
用
し
て
差
支
え
な
い
。

た
い
。

て
詳
細
講
義
が
あ
り
、
そ
の
後
質
疑
応
答
が
活
発

｢質
｣

建
設
業
労
働
者
の
源
泉
税
の
取
扱
は
従
来
通
り
丙

九
月
中
に
行
な
う

(中
川
郡
池
田
町
に
お
い
て
)

に
行
な
わ
れ
た
。

欄
適
用
で
差
支
え
な
い
か
。

回
、
非
行
政
書
士
対
策
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
:
･現
在
交
通
戦
争
或
い
は
交
通
地
獄
と
云

｢答
｣
差
支
え
な
い
が
、
次
の
事
項
に
充
分
注
意
さ
れ
た

ー
、
昭
和
43
年
度
各
市
町
村
に
班
を
編
成
し
非
行
政

わ
れ
る
交
通
三
悪
に
対
す
る
取
締
方
針
を
主
軸
と

報
…

し

書
士
対
策
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
反
省
会
を
開
催

し
て
交
通
法
規
一般
に
つ
い
て
講
義
の
後
質
疑
応

会

当
初
よ
り
八
ヵ
月
以
上
の
雇
傭
契
約
で
使
用
さ
れ

し
そ
の
資
料
を
基
に
し
、
昭
和
44
年
度
も
実
施
ず

答
が
行
な
わ
れ
、
午
後
3
時
盛
会
裡
に
終
了
。

訛

一蹴
搬澗繊
麗
幅

2鮒
籍
麗
罐
鷲
鰹

札
幌
支
部
実
務
研
修
会

-

微

臥蓮

華

.“姦

晏
を.

3瀝
瀬
難
雄熟
許
せ
呈以

田熊

㈱韶婢胡
圃巖
1“

叫

外
の
書
類
を
受
理
し
な
い
よ
う
要
望
す
る
。

林
野
共
済
会
館

瀰
十
勝
支
部
･
副
支
部
長
･

翁

賣
箪

“に護
“に箏
‘

講
貪

貪
“
“

事
。

講

師

札
幌
公
共
職
業
安
定
所

北

理
事
会
開
催
に
つ
い
て

そ
の
他

雇
用
主
係
長

杉
田

豊

団
、
報
告
事
項

状

況

日

時

昭
和
44
年
6
月
幻
日
午
後
2
時

ー
、
5
月
旧
日
京
都
で
行
な
わ
れ
た
日
行
邊
総
会
に

新
法
律
に
よ
る
社
会
保
険
労
務
士
の
資
格
者
と
し
て
免

と
こ
ろ

帯
広
市
大
通
南
篩
丁
目
亀
番
地

出
席
し
た
事
項

許
証
の
交
付
と
併
せ
て
北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会
の
設

出
席
者

支
部
長

村
瀬

茂

2
、
非
行
政
書
士
事
件
に
つ
い
て

立
総
会
も
間
近
と
な
り
、
免
許
交
付
申
請
し
た
会
員
則
名

副
支
部
長

久
我
豊
治

は
そ
の
日
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
あ
た

姉

"

前
寺
忠
三
郎

空
知
支
部
研
修
会

り
、
労
働
法
令
の
う
ち
失
業
保
険
法
に
関
す
る
事
務
取
扱

月

“

鈴
木
一雄

上
の
研
修
会
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
会
員
一同
熱
心

年

理

事

金
子

域

日

時

昭
和
44
年
7
月
綾
日
午
前
=
時
30
分

に
受
講
し
有
意
義
に
終
了
し
た
。

和

"

平
賀
昌
夫

と
こ
ろ

夕
張
郡
馬
遠
山
温
泉

昭

天
野
晴
滑

出
席
者

支
部
員
笠
名

--

母
体
鱗
裝
り
佐
藤
副
会
長
が
出
席
‐

と

ど
き韓
も

藁
鬮
虱餘謝意褻
涜群
鮴慰霊

薫襄

釀
醸
醸
醸
讓
癰群
瀧謹
藝
輩
漱聾
癖舵藁
嚢

嫡

業
務
資
料

離
麗
鷲
酵
講
讓
獺
讓脳
搦

鰯
巖
群
醗
電
離
巌
轉
雛
轄

月

‘

書
、
登
録
換
申
請
書
、
抹
消
登
録
申
請
書

請
書

筍

企

画

部

5
、
通
運
事
業
法
関
係
書
類

惚
、
駐
車
場
法
に
基
づ
く
も
の

鞠

6
、
倉
庫
業
法
関
係
書
類

路
外
駐
車
場
設
置

委
g

届
望
具
路
外
駐
車

行
政
書
士
法
第
一
条
第
一
項
の
官
公
署
に
提

7
、
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
取
締
令
に
基
づ
く
も

場
管
理
規
程
、
路
外
駐
車
場
駐
車
契
約
書

出
す
る
書
類
、
そ
の
他
権
利
義
務
に
関
す
る
害

の

関
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
に
基
づ
く
も
の

類
に
つ
い
て
行
政
書
士
業
務
の
分
野
に
入
る
主

銃
砲
力
剣
類
所
持
許
可
申
請
書
、
所
有
者
変
更
届

宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
書

な
も
の
を
次
に
列
挙
し
た
か
ら
業
務
の
参
考
と

8
、
風
俗
営
業
等
取
締
法
関
係
書
類

宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
完
了
検
査
申
請
書

報

し
て
下
さ
い
。

9
、
古
物
営
業
法
関
係
書
類

節
、
住
宅
地
造
成
事
業
法
に
基
づ
く
も
の

-

ー
、三
民
法
に
基
づ
く
も
の

間
h
質
屋簾
法
関
係
書
類

楡
鰡
地
慥
成
事
業
認
河
申
請
書
、
事
業
計
画
変
更

‐

士

社
団
黛

g

法
人
設
立
許
可
申
請
書

定
款
、

=
消
防
法
関
係
堂嶺

詔
司
申
請
壼慕
ェ
事
施
エ
者
変
更
朔嵜
申
菫

彗

{

政

準
消
費
貸
借
契
約
書
、
使
用
貸
借
契
約
書
、
賃
貸

農
地
法
第
三
条
の
規
定
に
ま
る
許
可
申
請
書

"
、
建
設
業
法
に
基
づ
く
も
の

一
-

襲

館
戸
雇
傭
契
約
書

請
負
契
約
書
、
委
任

農
地
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書

!
登
礁
講

書
薪
規
.更
新
)
変
更
等
届
出
書

ぅ

契
約
書
、
和
解
契
約
書
、
夫
婦
財
産
契
約
書

農
地
法
第
五
条
の
規
定
に
ょ
る
許
可
申
請
書

"
、
建
設
機
械
抵
当
法
に
基
づ
く
も
の

一

道

2
、
戸
籍
法
に
基
づ
く
も
の

農
地
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
中

建
設
機
械
打
刻
申
請
書
、
建
設
機
械
取
得
届
、

海

--

出
生
届
、
認
知
届
、
養
子
縁
組
届
、
養
子
離
縁
届

請
書
、
現
地
目
証
明
願
書

建
設
機
械
に
関
す
る
変
更
届
、
建
設
機
械
解
体
届

北

婚
姻
届
、
離
婚
届
、
親
権
者
指
定
届
、
親
権
者
褒

博
、
河
川
法
に
基
づ
く
も
の

盤
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
も
の

更
届
、
親
権
喪
失
届
、
後
見
開
始
届
、
保
佐
開
始

水
利
使
用
の
許
可
申
請
、
土
地
の
占
用
の
許
可
申

営
業
許
可
申
請
書
、
営
業
許
可
更
新
申
請
書
、

届
、
死
亡
届
、
失
踪
皇
居
･
失
踪
宣
告
取
消
届

畿限

河
川
“
産
出
物
“
採
取
認

可
申
請
、
工
作

営
業
休
止
.
開
始
.
塵

届

-

復
氏
届
、
姻
族
関
係
終
了
届
、
入
籍
届
、
分
籍
届

物
の
新
築
改
築
又
は
除
却
の
許
可
申
請
、
土
地
の

次
号
よ
り
主
な
書
式
に
つ
い
て
記
載
方
法
等

転
籍
届
･
氏
変
更
届
･
名
変
更
届
･
就
籍
届

形
状
の
変
更
等
の
許
可
雲
頑

順
次
解
説
し
て
ぃ
き
た
い
と
思
っ
て
ぉ
り
ま

{

勃
繊
麗
華
麓
榊
華

麗
讓
鷲
熾

,
。

｢

　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　　　

　　　

　　　
　
　

官
-

,

-

}
!
!
濾
誓
言
"
"
ゞ
坤三
ま
き
こぎ
を
"
湾
送
還

　　



粉

九全
雷

孝

二

札
幌
“
!
m
魔
業

室

七
鈴

木

五

郎

綱
走
“
8
3
廃
業

黎

弘
爾

擬
可
･7
･風
廃
業

て

-o
血

古

村

岩

二
室
蘭
布
･8
･旦
廃
業

(

九
〇
六
榎

本

町
を
散
策
し
た
が
そ
の
日
は
日
曜
で
、
他
の
国
も
そ
う
だ
が
、

商
店
は
日
･
月
は
休
日
の
た
め
買
物
も
で
き
ず
、
そ
ち
こ
ち
広

年

場
等
を
回
っ
て
見
た
の
は
よ
か
っ
た
が
、
パ
リ
の
町
は
放
射
状

稠
送
路
が
殆
ん
ど
で
、
同
じ
よ
う
な
町
並
の
た
め
と
ん
で
も
な
い

昭

方
向
に
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
外
国
で
は
こ
ん
な
と
き
ほ
ん
と

う
に
困
り
も
の
で
、
さ
い
わ
い
ホ
テ
ル
の
名
刺
を
持
っ
て
い
た

で
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
氷
と
思
い
そ
れ
を
押
し
た
が
電

気
は
つ
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
し
て
女
中
が
フ
ラ

ン
ス
語
で
何
の
ご
用
か
と
い
っ
て
き
た
。
い
や
何
も
用
は
な
い

ん
だ
と
い
う
と
不
思
議
そ
う
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
他
の
ホ
テ
ル

で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
釦
も
悪
い
い
た
ず
ら

を
し
た
も
の
だ
と
思

っ
て
い
る
。

そ
の
夜
、
食
事
を
し
て
か
ら
友
人
達
と
連
れ
だ
っ
て
附
近
の

　
　
　
　
　
　

　

　　

の
で
大
き
な
簔
敗
む
せ
ず
船
テ
が
に
帰
れ
た
と
い
競
お
搾
′弾
･

タ
ク
シ
ー
を
拾
う
に
も
流
し
て
お
ら
ず
探
す
の
に
一
苦
労
す
る

も
の
で
あ
る
。

②
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国

い
う
ま
で
も
な
お
フ
ラ
ン
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
西
部
の
共

和
国
、
広
さ
は
日
本
の
一
･
五
倍
、
人
口
は
日
本
の
半
分
の
五

千
万
ほ
ど
で
あ
る
。
平
野
が
多
く
セ
ー
ヌ
川
が
北
に
流
れ
大
西

洋
に
、
ロ
i
ヌ
川
は
南
へ
流
れ
地
中
海
に
注
ぐ
。
川
の
流
れ
は

ゆ
る
や
か
で
随
所
に
運
河
が
あ
り
、
水
道
の
便
が
よ
く
鉄
道
や

自
動
車
道
も
至
極
発
達
し
て
い
る
。
気
候
は
メ
キ
シ
コ
暖
流
の

た
め
温
暖
で
あ
り
、
冬
は
欧
州
各
地
か
ら
の
避
所
地
と
し
て
利

用
さ
れ
、
国
土
の
六
0
%
が
農
業
や
酪
農
地
と
さ
れ
、
気
候
風

土
等
た
い
へ
ん
め
ぐ
ま
れ
た
国
で
あ
る
。
水
は
イ
タ
リ
ア
よ
り

良
い
が
葡
萄
酒
製
造
が
盛
ん
で
、
そ
れ
を
水
の
か
わ
り
に
用
い

て
い
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
に
似
て
い
る
。

@
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
は
古
く
、
長
い
間
ロ
!
マ
人
、
そ
の
外
数

々
の
民
族
の
侵
略
を
受
け
た
興
亡
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

国
は
分
裂
し
、
ま
た
統
一
す
る
等
を
く
り
返
し
、
八
世
紀
の
終

り
か
ら
九
世
紀
の
始
め
に
か
け
、
カ
ル
ル
一
世
が
王
位
に
即
き

文
化
を
高
め
領
土
も
拡
大
し
て
い
っ
た
が
九
世
紀
の
終
り
頃
東

フ
ラ
ン
ク

･
西
フ
ラ
ン
ク

･
イ
タ
リ
ア
の
三
王
国
に
分
裂
し
、

西
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
母
体
と
な
っ
た
。

そ
の
後
ノ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
を
受
け
一
〇
世
紀
来
に
カ
ペ
!

王
朝
に
移
り
、
こ
の
王
朝
が
フ
ラ
ン
ス
王
を
称
し
三
百
年
余
続

い
て
絶
え
、
そ
し
て
一
四
世
紀
の
始
め
イ
ギ
リ
ス
玉
エ
ド
ワ
ー

ド
三
世
が
フ
餘
ソ
ス
王
位
継
承
権
を
主
張
し
て
起
き
た
の
が
英

仏
百
年
戦
争
で
、
こ
れ
は
百
十
余
年
続
い
た
。
後
に
は
英
軍
が

優
勢
を
得
て
パ
リ
を
占
領
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
一

四
二
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
を
救
う
神
が
現
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ジ
ャ
ヌ
･
ダ
ル
ク
と
い
う
十
三
歳
の
少
女
で
あ
っ

た
。④

、
ジ
ャ
ン
ヌ

･
ダ
ル
ク

　

J
‘k-‐
、、′、“
---･
′---“-)‘-“--““
-

て

ジ
ャ
ン
ヌ
･
ダ
ル
ク
は
一
四
三
一年
ブ
ラ
ゾ
ス
の
田
舎
の
貧

し
い
農
家
に
生
ま
れ
た
。
十
三
歳
の
と
き
百
年
戦
争
で
イ
ギ
リ

ス
軍
が
強
く
て
フ
ラ
ン
ス
軍
が
破
れ
ん
と
し
た
と
き
、
祖
国
を

教
え
と
の
天
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
四
三
九
年
彼
女
は
シ
ャ
ル
ル
七
世
に
謁
見
を
許
さ
れ
、
そ

の
事
を
述
べ
て
真
実
な
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
王
か
ら
六
千
の

軍
隊
を
与
え
ら
れ
幾
重
に
も
包
囲
し
て
あ
る
イ
ギ
リ
ス
軍
の
突

破
に
成
功
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
危
機
を
脱
し
遂
に
イ
ギ
リ
ス
軍
を

被
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
彼
女
は
負
傷
し
、
ま
た
側
近
の
ね
た
み
や
部
下
の

裏
切
り
等
が
あ
っ
て
宗
教
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
裁
判
で
は

異
端
の
宣
告
を
受
け
て
火
刑
に
処
せ
ら
れ
一生
を
終
え
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
数
世
紀
を
経
た
一
九
二
〇
年
に
祖
国

を
守
っ
た
実
績
が
認
め
ら
れ
、
聖
女
と
さ
れ
、
五
月
の
第
二
日

曜
に
は
国
の
祭
日
が
行
な
わ
れ
、
神
と
し
て
尊
敬
を
受
け
て
い

る
。
そ
し
て
彼
女
の
銅
像
は
バ
リ
の
リ
ポ
リ
と
い
う
道
路
の
三

叉
路
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
小
広
場
に
槍
を
手
に
武
装
姿
で
馬

上
に
あ
る
。

私
達
は
こ
こ
を
バ
ス
で
通
っ
た
の
で
あ
る
が
駐
車
す
る
場
所

が
な
い
の
で
通
過
し
た
わ
け
で
、
そ
の
と
き
カ
メ
ラ
に
捉
え
る

機
会
を
失
っ
た
こ
と
ば
残
念
で
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

ジ
ャ
ン
ヌ
･
ダ
ル
ク
は
祖
国
を
救
っ
た
聖
女
と
し
て
あ
が
め
ら

れ
て
い
る
が
、
敗
残
し
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
彼
女
を
悪
魔
と
し
て

に
く
し
み
う
ら
ん
で
い
る
が
、
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
神
と
さ
れ

悪
魔
と
さ
れ
る
、
こ
れ
い
か
な
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
?

7
亀

会

員
移

動
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又
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俊
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安
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逸

見
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岡

僑

荒

谷
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小
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松
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箕
堕
◇

総
務
部
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犬

飼
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治

道

ヤ

ー
四
七

鈴

木

文
次
郎

旭

川

“
･6
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髄

◇
退

会

会
員
番
号

氏

名

支
部

年
月
日

理
由

行 政 書 士 会 報

一
、
0
四
一
西

川

忠

吉

空
知

斜
･6
･5

廃
業

一、
o
三
四
一近

藤

祐

七

函
館
T
.6
.卸
-処
分

十全
九
一佐

藤

栄
中
川
女
7
･ー
…廃
業

七
七
八
熱

田

平
八
郎

小
欖
一得
.7
.4
-廃
業

一、
0
三
七

小

石

豊

蔵

室
蘭

亀
･7
･8

廃
業

会
員
番
号

氏

名

支
部

年
月
日

理
由

六
七
八
一
沢

田

春

治

函
館
布
.7
.“
葉

九
三
三

留

目

正

札
幌

“
･7
･第
魔
業

加
賀
谷

松
次
郎

礼
幌

術
･7
･方

死
亡

今

井

赳

夫

十
勝

鮒
･7
･盤

死
亡

六
八
二

蹴

家

憲

札
幌

亀
･7
･劉
廃
業

五
一

鈴

木

五

郎

綱
走

得
･8
･3

廃
業

前
号
で
は
イ
タ
リ
ア
の
ポ
ン
ペ
イ

･
カ
タ
コ
ン
ベ
ま
で
述
べ

た
が
、
六
月
二
十
三
日
の
午
後
ロ
ー
マ
飛
行
場
か
ら
バ
リ
飛
行

場
へ
と
飛
ん
だ
の
で
あ
る
。
六
月
下
旬
と
も
な
れ
ば
日
本
で
も

よ
い
気
候
で
、
ロ
ー
マ
で
は
汗
ば
む
程
で
あ
り
、
当
日
の
天
候

は
時
折
日
が
さ
し
込
む
曇
り
の
中
を
九
千
餅
の
上
空
を
北
上
し

た
。
そ
れ
か
ら
半
時
も
飛
ん
で
か
ら
ア
ル
プ
ス
の
上
空
で
す
と

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
り
、
窓
か
ら
下
界
を
眺
め
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
･
イ
タ
リ
ア
･
ス
イ
ス
国
境
に
そ
び
え
る
ア
ル
プ
ス

-
と
い

わ
れ
る
｢
モ
ン
ブ
ラ
ン
山
｣
の
氷
河
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ
に

続
く
山
脈
は
雄
大
で
あ
り
、
そ
の
昔
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
が
二
回
も

こ
の
高
原
越
え
を
し
た
こ
と
な
ど
を
思
い
浮
べ
た
。

こ
の
ア
ル
プ
ス
高
原
を
眼
下
に
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
大
平

原
が
は
て
し
も
な
く
続
き
、
黄
ば
ん
だ
麦
島
、
野
菜
、
果
樹
、

牧
草
等
、
緑
の
広
野
が
無
限
に
広
が
り
大
陸
た
る
を
思
わ
せ
る

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
時
間
午
後
六
時

(夏
時
間
(

現
地
時
五
時
頃
、
花
の
都
バ
リ
の
飛
行
場
に
到
着
し
た
の
で
あ

る
。
飛
行
場
で
す
ぐ
税
関
の
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
り
、
そ
こ
の
銀
行

で
日
本
円
を
フ
ラ
ン
ス
貨
幣
フ
ラ
ン
に
チ
ェ
ン
ジ
し
た
が
、

一

フ
ラ
ン

(
百

サ

ン
チ

ュ
ー
ム
)
は
日
本
円
で
七
四
円
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
八
月
フ
ラ
ン
切
り
下
げ
が
行
な
わ
れ
た
の

で
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
フ
ラ
ン
は
日
本
円
六
四
円
八
二
銭
と
な

る
計
算
で
あ
る
o

の
、
バ
リ
に
着
い
て

飛
行
場
か
ら
バ
ス
で
ホ
テ
ル
に
は
六
時
五
十
分
頃
着
い
た
。

部
屋
は
一階
の
一〇
三
号
で
上
等
な
部
屋
で
あ
る
。
欧
州
で
は

一
階
と
い
う
の
は
日
本
の
二
階
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
た
め
時

折
階
数
を
錯
覚
し
、
い
く
ら
探
し
て
も
そ
の
番
号
の
部
屋
が
見

当
ら
な
い
な
ど
の
失
敗
は
二
、
三
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
部
屋
に
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旧

本
州
旅
行
の
思
い
出

月

総
務
部
長

犬

飼

竹

治

職

前
号
で
は
札
幌
か
ら
東
京
ま
で
の
自
動
車
旅
行
の
事
を
述
べ

た
が
、
東
京
か
ら
は
新
幹
線
特
急
光
号
で
三
町
間
淫
し
て
京
都

入
り
を
し
た
。
京
都
は
七
九
四
年
桓
武
天
皇
が
都
と
さ
だ
め
て

か
ら
明
治
に
至
る
ま
で
の
古
い
都
で
、
三
方
が
低
い
山
々
に
固

ま
れ
た
盆
地
、
附
近
に
は
嵐
山
、
高
尾
山
、
桃
山
、
笠
置
山
、

そ
の
他
の
山
が
続
き
名
所
旧
跡
が
大
へ
ん
に
多
い
。
市
街
を
加

報

茂
川
、
桂
川
、
宇
治
川
が
流
れ
、
中
で
も
加
茂
川
は
北
か
ら
南

会

へ
と
市
街
を
貫
き
、
川
の
流
れ
と
山
脈
と
の
風
光
が
よ
く
･
山

士

鬘

,
戴
き
。た
空
寝

越

す
“
“
“
“
ゑ
あ

書

○
、
五
条
の
大
橋

政

加
茂
川
で
よ
く
思
い
だ
さ
れ
る
の
は
加
茂
川
に
か
か
る
五
条

行

の
大
橋
で
、
牛
若
丸
と
弁
慶
の
話
で
有
名
で
あ
る
。
五
条
橋
近

道

く
に
宿
を
と
っ
た
の
で
、
そ
の
古
戦
場
を
見
に
行
っ
た
と
い
う

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し.し‐]

慶
は
、
稚
児
姿
の
少
年
が
笛
を
吹
き
な
が
ら
近
づ
く
の
を
見
て

願
い
か
な
え
り
と

ニ
ヤ
リ
と
し
た
。
そ
し
て
近
か
づ
く
と
そ
の

刀
を
お
い
て
い
け
と
い
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
少
年
は
弁
慶
が

橋
の
欄
干
に
た
て
か
け
て
あ
っ
た
薙
刀
を
蹴
飛
ば
し
た
。
こ
れ

を
見
た
弁
慶
は
大
へ
ん
な
怒
り
方
で
そ
の
薙
刀
を
拾
い
と
り
、

風
車
の
よ
う
に
回
わ
し
牛
若
丸
に
切
り
か
か
っ
た
。
し
か
し
牛

若
丸
の
飛
鳥
の
よ
う
な
早
業
に
さ
ん
ざ
ん
は
ん
奔
さ
れ
、
遂
に

そ
の
六
薙
刀
を
橋
上
に
棄
て
両
手
を
突
き
頭
を
下
げ
主
従
の
っ

踞
か
い
を
し
た
こ
と

は
み
ん
な
知

っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
し
か
し
そ

4

の
橋
は
そ
れ
か
ら
加
茂
川
の
氾
濫
で
流
さ
れ
た
が
、
残
っ
た
欄

干
の
/
部
が
今
で
も
使
用
さ
れ
て
あ
り
、
綱
千
の
字
殊
に
き
ざ

い
る
。

④
、
二

条

城

京
都
で
も
っ
と
も
規
模
の
大
き
い
も
の
に
二
条
城
が
あ
る
。

第

慶
長
八
年
家
康
が
作
っ
た
も
の
で
、
二
五
〇
年
間
の
徳
川
家
の

京
都
屋
敷
で
あ
る
。
天
守
閣
は
焼
け
て
な
い
が
城
は
広
大
豪
華

そ
の
も
の
で
、
そ
の
敷
地
は
九
万
坪
で
京
都
の
町
の
中
程
に
あ

る
。
建
物
の
欄
間
の
彫
刻
･
襖
絵
等
桃
山
時
代
の
作
、
拔
の
麦

と
裏
側
に
は
広
い
廊
下
で
め
ぐ
ら
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
鴬
張
り
に

し
て
あ
る
。
こ
れ
は
静
か
に
あ
る
く
程
鴛
の
な
く
声
に
似
た
玉

を
こ
ろ
が
す
よ
う
な
音
が
強
く
で
る
。
昔
よ
く
忍
者
が
武
家
屋

敷
に
し
の
び
込
み
城
内
の
巖
子
や
秘
密
の
会
議
な
ど
を
盗
み
闘

報

き
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
忍
者
の
這
入
る
の
を
い
っ
早

会̂

潔
淌
眺
枕
切
愛
ゆ狄
ち
““
“
と
した
、
の
““
康
の“
心
“

士

(
つ
づ
く
)

鱈
私
の
海
外
ス
ナ
ッ
プ

行道

荒

慶
次
郎

晦
私
の
旅
行
は
･
法
務
省
保
護
局
と
全
国
保
護
司
連
盟
共
催
の

‐]

更
生
保
護
事
業
視
察
が
目
的
で
、
二
十
日
間
の
日
程
で
し
た
。

三
月
二
十
七
日
羽
田
空
港
を
出
発
、
北
極
経
由
四
月
十
五
日
ロ

ン
ド
ン
空
港
か
ら
帰
国
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
全
国
か
ら
百
二
十
人
、
本
道
か
ら
七
人
、
旭
川
か

ら
は
私

一
人
で
し
た
。
視
察
し
た
国
は
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、

西
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス

日
【卸

の
七
ヵ
国
で
し
た
。
こ
の
う
ち
印
象
に
残
っ
た
と
こ
ろ
を
紹
介

明
し
ま
す
o

ジ
ュ
ネ
も
フ
は
人
口
約
二
十
万
。
こ
こ
で
国
際
連
合
欧
州
本

部
を
見
学
し
た
が
、
一
九
三
九
年
以
後
、
国
連
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
移
さ
れ
、
そ
こ
は
欧
州
だ
け
の
本
部
で
す
。
建
て
物
の
資

材
は
参
加
各
国
か
ら
の
持
ち
寄
り
で
、
六
階
建
て
の
豪
壮
な
も

珍閣金

あ
る
。
②
、
社

寺

京
都
は
イ
タ
リ
ア
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
と
寺
の
大
き
い
こ
と
は

共
通
し
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
寺
ば
か

り
で
な
く
社
の
方
も
多
い
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
神
宮
で
は
平

安
神
宮
が
最
大
で
規
模
が
大
き
く
、
こ
こ
は
桓
武
天
皇
を
祭
り

後
に
孝
明
天
白
玉を
合
舵
し
て
あ
る
。
二
層
楼
碧
瓦
円
塗
の
幸
魔

な
建
物
で
、
参
道
の
鳥
居
は
日
本
一
の
大
き
い
も
の
と
い
わ
れ

る
。
神
域
を
囲
む
東
･
西
･
中
の
諸
苑
は
広
さ
一
万
坪
よ
り
春

の
桜
の
眺
め
は
す
ば
ら
し
く
、
夏
は
花
菖
蒲
、
秒
は
萩
と
四
季

を
通
じ
庭
園
の
実
に
勝
れ
て
い
る
と
い
う
。
寺
で
は
各
宗
派
本

願
寺
を
始
め
、
知
音
院
、
清
水
寺
、
高
台
寺
、
方
向
寺
等
が
知

ら
れ
、
特
に
方
向
等
は
豊
臣
家
と
徳
川
家
と
の
い
わ
く
つ
き
の

石
で
作
ら
れ
、
各
階
の
会
議
室
を
見
学
す
る
こ
と
が
出
来
た
が

理
事
会
の
会
議
室
は
秘
密
に
な
っ
て
お
り
、
見
ら
そ
ま
せ
ん
で

し
た
。
本
部
の
目
的
、
任
務
は
、
国
際
平
和
と
安
全
の
維
持
で
、
仕

事
の
内
容
は
、
国
際
連
合
総
会
、
安
全
保
障
理
事
会
、
経
済
社

会
理
事
会
、
信
託
当
事
理
事
会
、
国
際
司
法
裁
判
財
、
国
際
連

合
事
務
局
の
六
機
関
あ
り
、
第
二
次
大
戦
当
前
は
五
十
一
の
参

加
国
が
あ
っ
た
が
、
現
在
百
二
十
二
の
加
盟
国
で
す
。
大
会
議

室
で
、
連
合
本
部
の
三
人
の
通
訳
官

(う
ち
二
人
は
婦
人
)
が

来
ら
れ
、
大
変
遠
い
日
本
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
視
察
に
来
た
こ
と
に

敬
意
を
表
し
て
お
り
ま
し
た
。
三
人
は
以
前
、
東
京
、
京
都
な

ど
を
訪
れ
、
大
変
旅
行
中
お
世
話
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
続
い
て
国
際
的
な
立
場
か
ら
、
各
国
間
に
拡
大
し
て
い
る

ア
ヘ
ン
の
密
輸
入
の
防
止
取
り
締
ま
り
に
ぜ
ひ
ご
協
力
願
い
た

い
と
の
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

ハ
ー
グ
で
は
、
国
際
司
法
裁
判
財
を
視
察
し
ま
し
た
が
、
こ

れ
は
、
加
盟
国
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
、
任
期

は
九
年
。
お
も
に
国
際
紛
争
処
理
機
関
で
、
日
本
か
ら
も
裁
判

官
と
し
て
田
中
耕
太
郎
惇
土
が
お
ら
れ
る
が
、
都
合
で
会
え
な

か
っ
た
。
そ
の
他
、
ロ
i
マ
の
カ
サ
ル
デ
、
マ
ル
ミ
少
年
院
並

び
に
職
業
訓
練
所
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
で
は
更
生
保
護
中
央
研
究

所
、
少
年
刑
務
所
、
オ
ラ
ン
ダ
の
更
生
保
護
制
度
、
パ
リ
で
は

更
生
保
護
制
度
研
修
所
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
中
央
保
護
観
察
官
訓

練
所
、
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
な
ど
を
訪
問
、
最
近
凶
悪
犯
事
件
の

使
用
し
た
凶
器
な
ど
を
見
学
し
た
が
、
す
べ
て
の
点
で
日
本
と

特
に
変
わ
っ
た
点
を
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

北
極
の
ア
ラ
ス
カ
は
、
北
海
道
と
同
じ
だ
と
感
じ
た
。
三
月

二
十
九
日
、
イ
タ
リ
ア
の
ナ
ポ
リ
に
着
い
た
と
き
は
、
山
の
木

は
青
く
、
公
園
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
一
面
に
花
盛
り
で
、
非
常

に
暑
か
っ
た
。
四
月
十
五
日
ロ
ン
ド
ン
を
立
つ
こ
ろ
も
、
北
海

道
の
五
月
末
ご
ろ
の
よ
う
で
、
一
般
に
欧
州
は
暖
か
い
。
二
十

日
間
の
旅
行
の
う
ち
雨
の
日
は
二
日
だ
け
で
、
天
候
に
恵
ま
れ

｢国
家
安
廉
｣
の
刻
印
入
り
一万
五
千
貫
の
凡
鐘
で
知
ら
れ
、

清
水
寺
の
入
口
の
と
こ
ろ
に
弁
慶
の
使
用
し
た
と
い
わ
れ
る
巨

大
な
鉄
棒
と
牛
若
丸
の
鉄
製
足
駄
が
か
ざ
ら
れ
、
高
台
寺
は
秀

吉
の
夫
人
北
政
所
が
夫
の
菩
提
の
た
め
建
て
た
弾
寺
で
あ
り
、

金
閣
寺
や
銀
閣
寺
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

③
、
三
十
三
間
堂

三
三
十
間
堂
は
長
寛
二
年
(
-
-
六
四
)
後
白
河
法
皇
が
平

重
盛
に
命
じ
建
て
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
八
百
年
後
の
三
一四

九
年
焼
失
し
、
畠
山
天
皇
の
文
永
三
年
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
れ
か
ら
七
百
年
が
過
ぎ
今
は
国
宝
と
し
て
貴
重
な
も
の
、
全

長
が
一
一
九
メ
ー
ト
ル
、
鎌
倉
時
代
の
簡
素
剛
健
な
建
物
で
、

中
に
は
三

面
千
年
観
世
音
菩
薩
の
座
像
が
安
置
さ
れ
、
そ
の

左
右
に
五
〇
〇
体
家
の
等
身
大
三

面
千
年
観
音
世
音
菩
薩
の

〆̂〕

、
/園庭城条に

風
俗
の
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
各
国
を
通
じ
て
、
バ
リ
は
街

路
も
建
て
物
も
よ
く
、
服
装
な
ど
も
き
れ
い
。
女
性
の
ス
カ
ー

ト
は
、
日
本
女
性
の
ス
カ
ー
ト
よ
り
三
捗
か
ら
四
捗
短
い
。
バ

リ
の
人
口
は
一
千
二
百
万
と
い
う
が
、
そ
の
う
ち
二
百
万
人
は

イ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
フ
リ
カ
、

エ
ジ
プ
ト
、
イ
ギ
リ
ス
、

そ
の
他
世
界
各
国
の
人
が
流
れ
て
来
て
い
る
の
で
、
服
装
も
マ

チ
マ
チ
の
よ
う
。

人
情
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
国
と
も
に
日
本
人
に
好
意
を
も

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
道
を
尋
ね
て
も
、
三
丁
も
四
丁
も
連
れ

て
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
通
訳
の
話
に
よ
る
と

ウ
ソ
は
絶
対
言
わ
な
い
し
、
物
事
に
つ
い
て
は
、
ス
ロ
ー
テ
ン

ポ

(
の
ん
び
り
型
)
で
、
気
長
で
日
本
の
よ
う
に
物
事
に
テ
キ

パ
キ
し
な
い
の
が
特
徴
の
よ
う
で
す
。

道
路
は
、
欧
州
は
全
部
舗
装
さ
れ
、
市
内
の
街
路
に
小
便
を

し
た
り
、
郊
外
の
道
路
で
小
便
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
禁
物
で

一

す
。
道
路
に
紙
く
ず
や
ゴ
ミ
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
日
本
の
ょ

9

う
に
散
水
な
ど
は
し
て
い
な
い
。

一

自
動
車
の
交
通
は
激
し
い
が
、
各
国
と
も
一
方
通
路
で
、
道

路
幅
が
広
く
、
右
側
通
行
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
は
日
本
と

同
じ
左
側
通
行
で
、
二
十
日
間
の
旅
行
中
、
事
動
車
事
故
が
あ

っ
た
の
は
イ
タ
リ
ア
と
ス
イ
ス
の
国
境
近
く
で
大
型
バ
ス
が
道

路
わ
き
に
転
覆
、
オ
ラ
ン
ダ
の
郊
外
で
小
型
ト
ラ
ッ
ク
に
大
型

ト
ラ
ッ
ク
が
追
い
越
し
で
双
方
転
覆
、
負
傷
者
不
明
で
し
た
が

こ
の
二
件
く
ら
い
だ
っ
た
。

筆
者
は
、
北
海
道
行
政
書
士
会
旭
川
支
部
長
(保
護
司
)

　　　　　　　　



27
日

退
会
(死
亡
)札
幌
i

28
日

退
会
(死
亡
)十
勝
ー

30
日

入
会

札
幌
ー

31
日

退
会

札
幌
i

事
務
局
日
誌

6

月
~
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ー
日

入
会

小
樽
ー

3
日

入
会

札
幌
ー

十
勝
ー

6
日

退
会

空
知
ー

9
日

入
会

札
幌
ー

16
日

日
行
連
常
任
理
事
会

胎
日

入
会

函
館
ー

劉
日

札
幌
支
部
実
務
研
修
会

23
日

入
会

札
幌
ー

25
日

入
会

留
萠
ー

十
勝
ー

旭
川
ー

26
日

入
会

室
蘭
ー

30
日

入
会

函
館
ー

退
会

函
館
ー

8

月

2
日

入
会

札
幌
ー

3
日

退
会
(死
亡
)網
走
1

7
日

入
会

札
幌
ー

十
勝
1

8
日

入
会

西
館
ー

=
日

入
会

札
幌
ー

12
日

退
会

室
蘭
ー

《お
知
ら
せ
》

会
保
険
労
務
士
会
事
務
局
の
電
話
が
九
月

十
日
、
新
設
、
直
通
に
な
り
ま
す
の
で
お

知
ら
せ
致
し
ま
す
。

北
海
道
行
政
書
士
会
事
務
局

25

4
0
7
3

番

- 10 一

◎
あ

と

が

き

○
隔
月
発
行
予
定
の
会
議
発
刊
が
事
務
所
移
転
、
其
の
他
い
ろ

い
ろ
の
業
務
の
た
め
遅
れ
ま
し
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

○
範
号
よ
り
業
務
資
料
欄
を
設
け
て
以
後
毎
号
続
け
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
諸
先
生
も
続
々
ご
投
稿
下
さ
る
よ
う
願
い

ま
す
。

0
北
海
道
行
政
書
士
会
並
び
に
社
会
保
険
労
務
士
会
の
振
替
ロ

座
及
び
取
引
銀
行
は
左
記
の
通
り
で
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

会
に
送
金
な
さ
る
会
員
は
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ

り

月

ー
日

退
会

旭
川
ー

ー
日

社
会
保
険
労
務
士
会
創
立
総
会

4
日

退
会

小
滝
1

8
日

入
会

札
幌
ー

退
会

室
蘭
ー

9
日

入
会

札
幌
ー

10
日

退
会

札
幌
3

12
日

空
知
支
部
研
修
会

鋒
日

入
会

室
蘭
ー

21
日

退
会

函
館
ー

14
日

入
会

室
蘭
ー

14
日

本
会
事
務
所
移
転

北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会
事
務
局

＼
′
‐
25

4
0
6
1
番

取
引
銀
行
及
び
振
替
口
座
番
号

○
行
政
書
士
会

北
海
道
銀
行
本
店

振
替
口
座

小
塙

八
二
二
四
番

○
社
会
保
険
労
務
士
会

北
海
道
相
互
銀
行
南
一
条
支
店

札
幌
市
南
ー
条
西
5
丁
目

振
替
ロ
座

小
樽

一
三
〇
五
六
番

(第46号)

愛
生
館
ビ
ル
4
階

(四
〇
三
室
)

北
海
道
社
会
保
険
労
務
士
会
と
同
室

21
日

退
会

函
館
丁

幼"皆
Hで
･"#“̂
髪
′
=礼
聞擬
ー
.
･

‐主


